
平成 28年６月 20日 
総務省行政管理局公共サービス改革推進室 

 

民間競争入札実施事業 

  「石油産業情報化推進調査」の評価について（案） 

 

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号）第

７条第８項の規定に基づく標記事業の評価は以下のとおりである。 

記 

Ⅰ 事業の概要等 

事  項 内  容 

事業概要 石油産業情報化推進調査における実査準備（調査関係用品の作成、印刷

等）、調査関係用品の送付、調査票の回収、督促、照会対応、審査、集計、

調査対象名簿の修正等 

実施期間 平成 26年４月１日～平成 29年３月３１日 

受託事業者 一般財団法人石油エネルギー技術センター 

契約金額（税抜） 283,000千円（単年度当たり：94,333千円） 

入札の状況 １者応札（説明会参加＝２者／予定価内＝１者） 

 

Ⅱ 評価 

１ 評価方法について 

経済産業省から提出された平成26年４月から平成28年３月までの間の実施状

況についての報告（別添）に基づき、サービスの質の確保、実施経費等の観点か

ら評価を行う。 

 

２ 対象公共サービスの実施内容に関する評価 

事  項 内  容 

確保されるべき

質の確保状況 

以下のとおり、適切に履行されている 

確保されるべき水準 評価 

作業方針、スケジュールに沿った確実

な業務の実施 

業務を実施するにあたり、「統計作業

日程表案」を作成し、関係課との調整

を行った上で効率的な人員配置を行

うなど、確実に業務を実施している。 

調査票の回収率 100％ ・石油製品需給動態調査 

平成 26年度：100％ 

平成 27年度：100％ 

・石油設備調査 

 平成 26年度：91％ 

照会対応業務における照会対応事例

集に沿った対応 

照会対応事例集、応答要領に基づき適

切に対応している。 
 

資料２ 



民間事業者から

の改善提案 

専門的知識、ノウハウを活用したデータチェックの実施 

報告データの精度向上にむけて報告者への照会を行い、報告者もそれに応じて訂

正するなど、月次調査において両者間の信頼性を高めるとともに、統計結果の精

度向上に貢献した。 

 

３ 実施経費（税抜） 

従前経費 99,681千円（平成 24年度から平成 25年度までの平均経費） 

実施経費 95,563千円 

削減額 4,118千円 

削減率 4.1％ 

 

４ 評価のまとめ 

業務の実施にあたり確保されるべき達成目標として設定された質については、平

成 26年度、平成 27年度の２か年とも概ね目標を達成していると評価できる。しか

しながら、平成 26年石油設備調査においては、目標回収率 100％のところ、91％

の回収率となった。 

また、民間事業者の改善提案により、専門的知識、ノウハウを活用したデータチ

ェックの実施を行い、月次調査において報告者との信頼性を高めるとともに、統計

結果の精度向上に大きく貢献し、業務の質の向上に貢献したものと評価できる。 

実施経費についても、4.1％の経費削減が図られており、公共サービスの質の維

持向上、経費の削減の双方の実現が達成されたものと評価できる。 

競争性の確保については１者応札であり、入札不参加者に対するヒアリングにお

いても、引継ぎ期間が短いことが挙げられるなど入札スケジュールの見直しが必要

である。 

 

５ 今後の方針 

本事業の市場化テストは今期が１期目であり、事業全体を通じての実施状況は

以下のとおりである。 

① 実施期間中に受託民間事業者への業務改善指示等の措置はなく、また法令

違反行為等もなかった。 

② 経済産業省に外部有識者で構成している契約等評価監視委員会において、事

業実施状況のチェックを受ける体制が整っている。 

③ 入札においては、１者の応札であり、競争性の確保はされていなかった。 

④ 確保されるべき公共サービスの質において、概ね目標を達成していたが、隔

年調査である石油設備調査において、目標回収率（100％）を達成できなか

った（91％）。 

⑤ 経費削減において、従来経費からの削減率 4.1％の効果を上げていた。 

 

以上のことから、質の確保、競争性について課題が残るため、①目標回収率の見



直しを検討すること、②入札スケジュールの見直しを検討すると共に、同一事業者

による１者応札が続く構造的な問題の有無や原因の分析を行った上で、次期事業に

ついても引き続き民間競争入札を実施することが適当と考えられる。 
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平成２８年６月３日 
経 済 産 業 省 

民間競争入札実施事業 
石油産業情報化推進調査の実施状況について 

 
Ⅰ．事業の概要 

石油のほぼ全量を海外からの輸入に依存する我が国にとって､石油危機が起こる

可能性は常に存在しており、平常時から必要かつ十分な情報を収集することを目的

として石油産業情報化推進調査事業で３調査（①石油製品需給動態統計調査（基幹

統計調査：月次調査）、②石油輸入調査（一般統計調査：月次調査）及び③石油設備

調査（一般統計調査：隔年年次調査））を実施している。 
 
１．事業の内容 
（１）調査の目的、公表等 

①石油製品需給動態統計調査（以下「動態統計調査」という。）は石油製品の月

間受入量・払出量、月末在庫量等から石油製品の需給の実態把握を、②石油輸入調

査（以下｢輸入調査｣という。）は、我が国に輸入される原油の油種、性状、供給源

等の動態把握を行い、二つの調査の集計結果を｢石油統計速報｣として、翌月末に資

源エネルギー庁ホームページ上に公表しており、その確報である｢石油統計確報（資

源・エネルギー統計月報）｣を翌々月中旬に、この確報の年間補正分を反映した｢資

源・エネルギー統計年報（石油）｣を翌年６月に公表している。 
③石油設備調査（以下｢設備調査｣という。）は、石油業者が有する貯油設備等の

実態を調査し、調査結果概要を９月までに公表している。 
  

（２）詳細な業務工程 
①上記動態統計調査及び輸入調査の業務工程は次のとおり。 

  ・実査準備：調査対象名簿の整備・確定、調査協力依頼、調査関係用品の作成、印

刷 
  ・実査：調査関係用品の発送、調査票の回収、督促等 
  ・審査：個表審査、サマリ審査 
  ・集計：結果表作成、要因分析 

を行い、その後の公表業務（速報・確報・年報）は、 
ア．速報関連業務（月例業務） 

・公表原稿（結果表）の作成、確認等の実施、 
・公表数値の結果報告、確認等 

 イ．確報関連業務（月例業務）は速報データとの差異を抽出し 

別添 
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   ・公表原稿の作成 

  ウ．年報関連業務（年間業務） 

   ・年間補正データの再集計 

   ・公表原稿の作成 

   

  ②設備調査の業務工程は次のとおり。 

・実査準備：調査協力依頼書の作成、記入要領・調査票の印刷、調査対象事業所の

名簿作成、整備 

・実査：調査票の発送・回収､督促等 

・審査：個表審査 

・集計：集計原稿（概要）の作成 

  

２．契約期間 

  平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

  

３．調査期間 

  ・動態統計調査及び輸入調査は、平成２６年３月分実績から平成２９年２月分実績

までの月次調査 

  ・石油設備調査は平成２６年実績と平成２８年実績の年次調査（隔年調査） 

  

４．受託事業者 

  一般財団法人石油エネルギー技術センター（ＪＰＥＣ）【１者応札】 

  ※入札参加者は１者であり、平成２６年２月１７日に開札を行ったところ、当該入

札参加者が落札者となった。 

 

Ⅱ．確保されるべき質の達成状況及び評価 

  平成２６年度及び２７年度における確保すべき質の達成状況及び評価は次のと

おり。 

 

１．作業方針、スケジュールに沿った確実な業務の実施 

   受託事業者は調査票回収、集計を開始するにあたって、「統計作業日程表案」を

作成し、経済産業省（資源エネルギー庁及び調査統計部鉱工業動態統計室（基幹統

計（生産動態統計調査）の主管課（注１）））との調整の下、確定し、業務を実施し

ている（別添１参照）。本業務を遂行するには確報原稿の確定作業と速報データの

回収作業が毎月中盤に重なることからこの両作業を効率よく実施するために的確

な人員配置を行うなど、創意工夫を施し、確実に業務を実施している。 
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また、統計結果の公表にあたっては、毎月、データ変動の要因分析を行い、資源

エネルギー庁担当者との打合会（速報検討会）において内容説明を行った後、公表

原稿の報告・提出を行っている。また、毎月の実施状況報告書もこの速報検討会後

に提出している。 

その他の業務として調査企業・事業所の統廃合に伴う名簿管理や事業所コードの

登録・更新作業等も随時実施しており、情報セキュリティの確保策として事務室内

に専用作業室を設け、電子ロック・顔認証システムを導入するなど、報告されたデ

ータの情報漏洩防止対策も十分行われている。 

   
注 1）調査統計部との協議は動態統計調査の石油製品需要は生産動態統計（生動）の生産数量を基本にして輸出入、

在庫量等から算出されるため、生動の生産データの入手との日程調整が必要となっているため。 

 

２．調査の回収率 目標１００％  

・目標回収率の達成状況 

毎月の速報データ回収にあたっては、各調査の記入要領に記載された調査票提出期

限を超過した未提出の対象事業者に対して督促を行っており、平成２６年度は毎月平

均１５件程度、平成２７年度は同４件程度の督促件数となっている。【別添２参照】 

また、設備調査（隔年調査）においては提出期限を越えた対象会社４６社に対して

督促を実施している。 

この結果、月次調査である動態統計調査、輸入調査については回収率１００％を達

成しており、隔年調査である設備調査では９１％の回収率となっている。 

 

 

    

 

①石油製品需給動態統計調査
H26年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

回答調査対象数 320 322 322 322 322 322 322 322 322 323 324 319 3,862

回収調査票数 320 322 322 322 322 322 322 322 322 323 324 319 3,862

回収率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

H27年 H28年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

回答調査対象数 318 324 323 324 324 324 326 326 326 326 328 328 3,897

回収調査票数 318 324 323 324 324 324 326 326 326 326 328 328 3,897

回収率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

②石油輸入調査

H26年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

回答調査対象数 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 332
回収調査票数 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 332

回収率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
H27年 H28年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
回答調査対象数 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336
回収調査票数 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336

回収率(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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 （参考）平成２４年度：対象事業者２１０、回収事業者１７９、（回収率８５％） 

 

３．照会対応業務及び民間事業者からの改善提案 

（１）照会対応業務 

動態統計調査及び輸入調査は調査年数が長く、毎月の実施となっているため、報

告者からの問合せ・照会等はほとんどなく、調査票への記載方法等については十分

周知されている。設備調査（平成２６年度調査）においては記入要領に関して２８

件の問合せがあり、応答要領に基づき、電話、ＦＡＸ等で回答対応している。 

 

（２）民間事業者からの改善提案 

―専門的知識、ノウハウを活用したデータチェックの実施－ 

受託事業者は石油関係業務の経験豊富なスタッフを配置しており、一般的な単純

集計やクロス集計にとどまらず、専門的知識、ノウハウを活かしたデータチェック

の実施を提案し、調査票データの精度向上に大きく貢献している。 

 

 例１）石油製品輸入量である品目（ガソリン、ナフサ等）の報告値がその油種に対

して（その報告者として）大きすぎる（小さすぎる）場合、数量の記入ミスでは

ないかと報告者に照会する。 

  例２）Ａ会社の石油製品輸入報告でこの会社で取り扱うはずのない油種の量が記載

されている場合、間違った油種の数量を記載していないか照会する。 

 

   このように受託事業者が疑義の生じた報告データについて報告者に照会し、報告

者がデータ訂正に応じたケースは動態統計調査において、平成２６年度２３３件

（月平均１９件）、平成２７年度２００件（月平均１７件）となっている。 

 

また、輸入調査においても同様に受託事業者から報告者に対して月４～５件程度

の照会データチェックが行われている。輸入調査における主な照会項目は、 

・動態統計調査票と輸入調査票間のデータの整合性がとれない場合 

・原油の船積完了日と陸揚日が常識的な日数よりかけ離れて長かったり、短い場合 

・輸入油種に対して積出港が通常と異なる場合や他国の港が記載されていた場合 

等となっている。（詳細は別添３のとおり） 

 



 

5 

 

このように受託事業者は調査票集計業務の実施において報告データの精度向上に

むけて報告者への照会を行い、報告者もそれに応じて訂正するなど､月次調査におい

て両者間の信頼性を高めるとともに､統計結果の精度向上にも大きく貢献している。 

 

Ⅲ．実施経費の状況 

 石油産業情報化推進調査（３調査）は平成１４年に調査統計部から資源エネルギー

庁に全て移管され、随意契約形式を経た後、平成１８年度から一般競争入札（総合評

価落札方式）に移行し、平成２６年度から市場化テスト対象事業となった。本事業は

これまで一般財団法人石油エネルギー技術センター（ＪＰＥＣ）が一貫して受託して

おり、こうした経緯の下、平成２６、２７年度委託契約の支出額と市場化テスト前の

委託金支出額とを比較するには、比較される各事業年度において石油情報システムの

改修支出額に差異があることや市場化テストを期に緊急時運用に関する訓練事業（注

２）が分離されたことなどから、単純な比較はできないものの決算額は次のとおりと

なっている。 

 

○市場化テスト開始前の経費（単年度平均）：  ９９，６８１千円 

 平成２４年度： １０３，０７８千円 

 平成２５年度：  ９６，２８４千円 

○市場化テスト実施後の経費（単年度平均）： ９５，５６３千円 

平成２６年度：  ９３，１２５千円 

平成２７年度：  ９８，００１千円 

削減額：       ４，１１８千円（約４．１％の削減） 

 

 注 2）石油備蓄義務者に対して、海外からの石油供給が滞った時を想定して、週末の在庫量等の報告を求める訓練を

行っており、実際の緊急時が発生した場合、数週間にわたってデータ収集を行う事業であり、市場化テスト導入に伴

い、分離されたもの。 

 

Ⅳ．評価 

１．事業実施状況の評価 

 受託事業者における事業の実施状況は、正確な集計とともにデータの精度確認照

会を頻繁に実施するなど統計調査実施組織として報告業者の信頼に十分応えてい

る。年間公表スケジュールにも確実に対応しており、そのために報告業者への督促

も適宜実施している。特に、本調査のために開発された「石油情報システム」「時

系列データ登録･閲覧システム」を活用して、集計データの変動要因の迅速な分析

を行っており、これは行政側にとって公表内容の重要な補足説明資料となっている。 
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また、報告業者からのオンライン報告（暗号化メール利用等）にかかる業務効率

化要望に対しても利便性向上の観点からその改修に努めるなど迅速かつ正確な統

計公表に向け、確実に業務が実施されている。 

２．目標回収率の検証 

これまで本事業における月次調査（動態統計調査、輸入調査）の調査票回収率は

ほぼ１００％を維持しており、市場化テスト導入前における随意契約、一般競争入

札導入時においてもこの回収率レベルが維持されていたことから、今回の民間競争

入札要項においても１００％の目標水準を設定した。 

しかしながら、受託事業者の誠実な取組（督促、照会対応等）にもかかわらず、

設備調査においては回収率１００％が達成できず、隔年調査で１回限りの調査であ

ることも勘案すると１００％の設定は厳しかったものと判断している。 

 

  ３．実施経費 

民間競争入札前の平成２４、２５年度の実施経費（単年度平均）は９９，６８１

千円と民間競争入札導入後の平成２７、２８年度の実施経費（単年度平均）９５，

５６３千円とを比較すると民間競争入札導入前の実施経費に比べ、４，１１８千円

（約４．１％減）となっており、経費の削減が図られている。 

 

 Ⅴ．次期事業の方針 

 以上のとおり、1 つの調査で目標回収率は達成できなかったものの、統計調査の

目的に向けた受託事業者の取組状況は良好なものであり、実施経費も市場化テスト

前と比較して４，１１８千円（約４．１％）の減額となっていることから民間事業

者の取り組みは効果を上げていると言える。しかし、１者応札であったことから競

争性の確保面では十分とはいえない結果となった。 

したがって、１者応札を回避し、競争性を確保するため、次期事業においては設

備調査の目標回収率の緩和や隔年調査を勘案して実施期間を３年から４年に延長

する案も検討することとし、併せて次期事業者への引き継ぎ期間を確保するために

早めの入札公告を検討しながら、引き続き市場化テストに基づく民間競争入札によ

る事業を実施することとしたい。 

 



別添　１

資源エネルギー庁　資源・燃料部　政策課

年間補正号作成スケジュールは未記入。
平成26年度の資源・エネルギー統計速報及び確報の公表日は、今後修正されることがある。

作成　： 平成26年1月14日

（平成26年1月　～　平成27年3月）

平成26年度（2014年度)

確定版_統計作業日程表
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調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。

26.1 26.2 26.3
1 水 1 土 1 土
2 木 2 日 2 日
3 金 3 月 ① 3 月 ①
4 土 4 火 ② 4 火 ②
5 日 5 水 ③ 5 水 ③
6 月 ① 6 木 ④ 6 木 ④
7 火 ② 7 金 ⑤ 12月確報締切 7 金 ⑤ 1月確報締切

8 水 ③ 8 土 8 土
9 木 ④ 9 日 9 日
10 金 ⑤ 11月確報締切 10 月 ⑥ 11号入手 10 月 ⑥ 11号入手

11 土 11 火 建国記念の日 11 火 ⑦
12 日 12 水 ⑦ 12 水 ⑧
13 月 成人の日 13 木 ⑧ 13 木 ⑨ 確報原稿締切

14 火 ⑥ 11号入手 14 金 ⑨ 確報原稿締切 14 金 ⑩ 1月確報公表

15 水 ⑦ 15 土 15 土
16 木 ⑧ 16 日 16 日
17 金 ⑨ 確報原稿締切 17 月 ⑩ 12月確報公表 17 月 ⑪ 2月速報・輸入調査締切

18 土 18 火 ⑪ 1月速報・輸入調査締切 18 火 ⑫
19 日 19 水 ⑫ 1月速報訂正締切 19 水 ⑬ 2月速報訂正締切

20 月 ⑩ 11月確報公表 20 木 ⑬ 20 木 ⑭
21 火 ⑪ 12月速報・輸入調査締切 21 金 ⑭ 21 金 春分の日

22 水 ⑫ 12月速報訂正締切 22 土 22 土
23 木 ⑬ 23 日 23 日
24 金 ⑭ 24 月 ⑮ 11号入手 24 月 ⑮
25 土 25 火 ⑯ 25 火 ⑯ 11号入手

26 日 26 水 ⑰ 速報検討会 26 水 ⑰
27 月 ⑮ 11号入手 27 木 ⑱ 27 木 ⑱ 速報検討会

28 火 ⑯ 28 金 ⑲ 1月速報公表 28 金 ⑲
29 水 ⑰ 速報検討会 29 29 土
30 木 ⑱ 30 30 日
31 金 ⑲ 12月速報公表 31 31 月 ⑳ 2月速報公表

基準： 11号入手は公表日の４営業日前迄。
　 速報締切は翌月第11営業日。速訂正締切は速報検討会（２者会）の5営業日前。公表は最終営業日。

確報締切（訂正）は翌々月第5営業日。確報公表日は生産動態統計調査公表日と同一日。

統計作業 統計作業 統計作業
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調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。

26.4 26.5 26.6
1 火 ① 1 木 ① 1 日
2 水 ② 2 金 ② 2 月 ①
3 木 ③ 3 土 憲法記念日 3 火 ②
4 金 ④ 4 日 みどりの日 4 水 ③
5 土 5 月 こどもの日 5 木 ④
6 日 6 火 振替休日 6 金 ⑤ 4月確報締切

7 月 ⑤ 2月確報締切 7 水 ③ 7 土
8 火 ⑥ 11号入手 8 木 ④ 8 日
9 水 ⑦ 9 金 ⑤ 3月確報締切 9 月 ⑥ 11号入手

10 木 ⑧ 10 土 10 火 ⑦
11 金 ⑨ 11 日 11 水 ⑧
12 土 12 月 ⑥ 11号入手 12 木 ⑨ 確報原稿締切　

13 日 13 火 ⑦ 13 金 ⑩ 4月確報公表

14 月 ⑩ 14 水 ⑧ 14 土
15 火 ⑪ 確報原稿締切　　　  3月速報・輸入調査締切 15 木 ⑨ 確報原稿締切　 15 日
16 水 ⑫ 2月確報公表(年間補正号） 16 金 ⑩ 3月確報公表 16 月 ⑪ 5月速報・輸入調査締切

17 木 ⑬ 17 土 17 火 ⑫
18 金 ⑭ 3月速報訂正締切 18 日 18 水 ⑬
19 土 19 月 ⑪ 4月速報・輸入調査締切 19 木 ⑭ 5月速報訂正締切

20 日 20 火 ⑫ 20 金 ⑮
21 月 ⑮ 21 水 ⑬ 4月速報訂正締切 21 土
22 火 ⑯ 22 木 ⑭ 22 日
23 水 ⑰ 11号入手 23 金 ⑮ 23 月 ⑯
24 木 ⑱ 24 土 24 火 ⑰ 11号入手

25 金 ⑲ 速報検討会 25 日 25 水 ⑱
26 土 26 月 ⑯ 11号入手 26 木 ⑲ 速報検討会

27 日 27 火 ⑰ 27 金 ⑳
28 月 ⑳ 28 水 ⑱ 速報検討会 28 土
29 火 昭和の日 29 木 ⑲ 29 日
30 水 ㉑ 3月速報公表 30 金 ⑳ 4月速報公表 30 月 ㉑ 5月速報公表

31 31 土 31

基準： 11号入手は公表日の４営業日前迄。
　 速報締切は翌月第11営業日。速訂正締切は速報検討会（２者会）の5営業日前。公表は最終営業日。

確報締切（訂正）は翌々月第5営業日。確報公表日は生産動態統計調査公表日と同一日。

統計作業統計作業 統計作業
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調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。

26.7 26.8 26.9
1 火 ① 1 金 ① 1 月 ①
2 水 ② 2 土 2 火 ②
3 木 ③ 3 日 3 水 ③
4 金 ④ 4 月 ② 4 木 ④
5 土 5 火 ③ 5 金 ⑤ 7月確報締切

6 日 6 水 ④ 6月確報締切 6 土
7 月 ⑤ 5月確報締切 7 木 ⑤ 11号入手 7 日
8 火 ⑥ 11号入手 8 金 ⑥ 8 月 ⑥ 11号入手

9 水 ⑦ 9 土 9 火 ⑦
10 木 ⑧ 10 日 10 水 ⑧
11 金 ⑨ 確報原稿締切　 11 月 ⑦ 確報原稿締切　 11 木 ⑨ 確報原稿締切　

12 土 12 火 ⑧ 6月確報公表 12 金 ⑩ 7月確報公表

13 日 13 水 ⑨ 13 土
14 月 ⑩ 5月確報公表 14 木 ⑩ 14 日
15 火 ⑪ 6月速報・輸入調査締切 15 金 ⑪ 15 月 敬老の日

16 水 ⑫ 16 土 16 火 ⑪ 8月速報・輸入調査締切

17 木 ⑬ 17 日 17 水 ⑫
18 金 ⑭ 18 月 ⑫ 7月速報・輸入調査締切 18 木 ⑬ 8月速報訂正締切

19 土 19 火 ⑬ 19 金 ⑭
20 日 20 水 ⑭ 7月速報訂正締切 20 土
21 月 海の日 21 木 ⑮ 21 日
22 火 ⑮ 6月速報訂正締切 22 金 ⑯ 22 月 ⑮
23 水 ⑯ 23 土 23 火 秋分の日

24 木 ⑰ 11号入手 24 日 24 水 ⑯ 11号入手

25 金 ⑱ 25 月 ⑰ 11号入手 25 木 ⑰
26 土 26 火 ⑱ 26 金 ⑱ 速報検討会

27 日 27 水 ⑲ 速報検討会 27 土

28 月 ⑲ 28 木 ⑳ 28 日

29 火 ⑳ 速報検討会 29 金 ㉑ 7月速報公表 29 月 ⑲
30 水 ㉑ 30 土 30 火 ⑳ 8月速報公表

31 木 ㉒ 6月速報公表 31 日 31

基準： 11号入手は公表日の４営業日前迄。
　 　 速報締切は翌月第11営業日。速訂正締切は速報検討会（２者会）の5営業日前。公表は最終営業日。

確報締切（訂正）は翌々月第5営業日。確報公表日は生産動態統計調査公表日と同一日。

統計作業統計作業 統計作業
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調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。

26.10 26.11 26.12
1 水 ① 1 土 1 月 ①
2 木 ② 2 日 2 火 ②
3 金 ③ 3 月 文化の日 3 水 ③
4 土 4 火 ① 4 木 ④
5 日 5 水 ② 5 金 ⑤ 10月確報締切

6 月 ④ 6 木 ③ 6 土
7 火 ⑤ 8月確報締切 7 金 ④ 9月確報締切 11号入手 7 日
8 水 ⑥ 11号入手 8 土 8 月 ⑥ 11号入手

9 木 ⑦ 9 日 9 火 ⑦
10 金 ⑧ 10 月 ⑤ 10 水 ⑧
11 土 11 火 ⑥ 11 木 ⑨ 確報原稿締切　

12 日 12 水 ⑦ 確報原稿締切　 12 金 ⑩ 10月確報公表

13 月 体育の日 13 木 ⑧ 9月確報公表 13 土
14 火 ⑨ 確報原稿締切　 14 金 ⑨ 14 日
15 水 ⑩ 8月確報公表 15 土 15 月 ⑪ 11月速報・輸入調査締切

16 木 ⑪ 9月速報・輸入調査締切 16 日 16 火 ⑫ 11月速報訂正締切

17 金 ⑫ 17 月 ⑩ 10月速報・輸入調査締切 17 水 ⑬
18 土 18 火 ⑪ 10月速報訂正締切 18 木 ⑭
19 日 19 水 ⑫ 19 金 ⑮ 11号入手

20 月 ⑬ 20 木 ⑬ 20 土
21 火 ⑭ 21 金 ⑭ 11号入手 21 日
22 水 ⑮ 9月速報訂正締切 22 土 22 月 ⑯
23 木 ⑯ 11号入手 23 日 勤労感謝の日 23 火 天皇誕生日

24 金 ⑰ 24 月 振替休日 24 水 ⑰ 速報検討会

25 土 25 火 ⑮ 25 木 ⑱
26 日 26 水 ⑯ 速報検討会 26 金 ⑲ 11月速報公表

27 月 ⑱ 27 木 ⑰ 27 土
28 火 ⑲ 28 金 ⑱ 10月速報公表 28 日
29 水 ⑳ 速報検討会 29 土 29 月
30 木 ㉑ 30 日 30 火
31 金 ㉒ 9月速報公表 31 31 水

基準： 11号入手は公表日の４営業日前迄。
　 速報締切は翌月第11営業日。速訂正締切は速報検討会（２者会）の5営業日前。公表は最終営業日。

確報締切（訂正）は翌々月第5営業日。確報公表日は生産動態統計調査公表日と同一日。

統計作業 統計作業 統計作業
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調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。 調査統計グループと速報公表日が異なる場合がある。

27.1 27.2 27.3
1 木 1 日 1 日
2 金 2 月 ① 2 月 ①
3 土 3 火 ② 3 火 ②
4 日 4 水 ③ 4 水 ③
5 月 ① 5 木 ④ 5 木 ④
6 火 ② 6 金 ⑤ 12月確報締切 6 金 ⑤ 1月確報締切

7 水 ③ 7 土 7 土
8 木 ④ 8 日 8 日
9 金 ⑤ 11月確報締切 9 月 ⑥ 11号入手 9 月 ⑥ 11号入手

10 土 10 火 ⑦ 10 火 ⑦
11 日 11 水 建国記念の日 11 水 ⑧
12 月 成人の日 12 木 ⑧ 12 木 ⑨ 確報原稿締切　

13 火 ⑥ 11号入手 13 金 ⑨ 確報原稿締切　 13 金 ⑩ 1月確報公表

14 水 ⑦ 14 土 14 土
15 木 ⑧ 15 日 15 日
16 金 ⑨ 確報原稿締切　 16 月 ⑩ 12月確報公表 16 月 ⑪ 2月速報・輸入調査締切

17 土 17 火 ⑪ 1月速報・輸入調査締切 17 火 ⑫
18 日 18 水 ⑫ 1月速報訂正締切 18 水 ⑬
19 月 ⑩ 11月確報公表 19 木 ⑬ 19 木 ⑭
20 火 ⑪ 12月速報・輸入調査締切 20 金 ⑭ 20 金 ⑮ 2月速報訂正締切

21 水 ⑫ 12月速報訂正締切 21 土 21 土 春分の日

22 木 ⑬ 22 日 22 日
23 金 ⑭ 23 月 ⑮ 11号入手 23 月 ⑯
24 土 24 火 ⑯ 24 火 ⑰ 11号入手

25 日 25 水 ⑰ 速報検討会 25 水 ⑱
26 月 ⑮ 11号入手 26 木 ⑱ 26 木 ⑲
27 火 ⑯ 27 金 ⑲ 1月速報公表 27 金 ⑳ 速報検討会

28 水 ⑰ 速報検討会 28 土 28 土
29 木 ⑱ 29 29 日
30 金 ⑲ 12月速報公表 30 30 月 ㉑
31 土 31 31 火 ㉒ 2月速報公表

基準： 11号入手は公表日の４営業日前迄。
　 速報締切は翌月第11営業日。速訂正締切は速報検討会（２者会）の5営業日前。公表は最終営業日。

確報締切（訂正）は翌々月第5営業日。確報公表日は生産動態統計調査公表日と同一日。

統計作業統計作業 統計作業
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石油産業情報化推進調査(市場化テスト対象）の月次調査票督促実績について 別添２

(H26年度） (H27年度）

年・月 調査月 督促件数 年・月 調査月 督促件数

平成26年４月 平成26年３月分 24 平成27年４月 平成27年３月分 2

平成26年５月 平成26年４月分 15 平成27年５月 平成27年４月分 6

平成26年６月 平成26年５月分 12 平成27年６月 平成27年５月分 0

平成26年７月 平成26年６月分 15 平成27年７月 平成27年６月分 1

平成26年８月 平成26年７月分 20 平成27年８月 平成27年７月分 2

平成26年９月 平成26年８月分 18 平成27年９月 平成27年８月分 3

平成26年１０月 平成26年９月分 15 平成27年１０月 平成27年９月分 3

平成26年１１月 平成26年１０月分 8 平成27年１１月 平成27年１０月分 3

平成26年１２月 平成26年１１月分 12 平成27年１２月 平成27年１１月分 3

平成27年１月 平成26年１２月分 0 平成28年１月 平成27年１２月分 2

平成27年２月 平成27年１月分 2 平成28年２月 平成28年１月分 2

平成27年３月 平成27年２月分 2 平成28年３月 平成28年２月分 1

143 28

 

        

(H26年度） (H27年度）

年・月 督促件数 年・月 督促件数

平成26年４月 平成26年３月分 6 平成27年４月 平成27年３月分 1

平成26年５月 平成26年４月分 5 平成27年５月 平成27年４月分 2

平成26年６月 平成26年５月分 6 平成27年６月 平成27年５月分 3

平成26年７月 平成26年６月分 4 平成27年７月 平成27年６月分 3

平成26年８月 平成26年７月分 4 平成27年８月 平成27年７月分 3

平成26年９月 平成26年８月分 2 平成27年９月 平成27年８月分 3

平成26年１０月 平成26年９月分 1 平成27年１０月 平成27年９月分 4

平成26年１１月 平成26年１０月分 1 平成27年１１月 平成27年１０月分 0

平成26年１２月 平成26年１１月分 1 平成27年１２月 平成27年１１月分 0

平成27年１月 平成26年１２月分 5 平成28年１月 平成27年１２月分 0

平成27年２月 平成27年１月分 2 平成28年２月 平成28年１月分 0

平成27年３月 平成27年２月分 0 平成28年３月 平成28年２月分 0

37 19

◎石油製品需給動態調査　

◎石油輸入調査　

　計

　　計

　計

　　計



別添３

１．石油製品需給動態統計調査(報告者への照会件数）

　報告内容について、過去の報告値及び事業内容に対して問題ないか集計前に確認し

疑問点については、報告者に問合せを実施している。

（１）平成26年度

問合せ年月 統計資料
訂正した問合せ

件数
平成26年4月 平成26年3月分 34
平成26年5月 平成26年4月分 30
平成26年6月 平成26年5月分 19
平成26年7月 平成26年6月分 18
平成26年8月 平成26年7月分 36
平成26年9月 平成26年8月分 17
平成26年10月 平成26年9月分 15
平成26年11月 平成26年10月分 11
平成26年12月 平成26年11月分 13
平成2７年1月 平成26年12月分 17
平成2７年2月 平成2７年1月分 11
平成2７年3月 平成2７年2月分 12

合計 233
平均１９件／月

（２）平成2７年度

問合せ年月 調査月
訂正した問合せ

件数
平成27年4月 平成27年3月分 26
平成27年5月 平成27年4月分 31
平成27年6月 平成27年5月分 15
平成27年7月 平成27年6月分 24
平成27年8月 平成27年7月分 15
平成27年9月 平成27年8月分 11
平成27年10月 平成27年9月分 11
平成27年11月 平成27年10月分 12
平成27年12月 平成27年11月分 18
平成28年1月 平成27年12月分 16
平成28年2月 平成28年1月分 10
平成28年3月 平成28年2月分 11

合計 200
平均１７件/月

備考
　4月～5月に訂正の問合せ件数が多いのは、会社組織変更及び人事異動に伴う
報告者の変更による経験不足が考えられる。

○報告者への督促は、月４～５件である。

２．石油輸入調査

○問合せ件数は月４～５件あり、主に記載方法についての問合せ。

＜集計側の主な照会例＞

３．石油設備調査　(平成26年度実施分）

【督促】 提出期限以降に対象会社に対して提出督促を約46社に実施した。

【問合せ対応】 記入要領について問合せが28件あり、電話及びFAX等にて対応した。

①輸入調査と揚げ地(51号統計その4)の油種別数量の報告値が一致しない場合。
②ロス率が１％以上(１％以上は異常値として確認の基準にしている)の場合。
③輸入の油種に対し積出港が、通常と異なる場合や他国の港だったりした場合。
④積み日と揚げ日が常識的な日数よりかけ離れて長かったり、短いような場合。
⑤その他(油名間違いや、その他記入ミスなど。)




